
保 護 者 様 へ 

 

練馬区教育委員会 

 

 

独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について 

 

 区教育委員会では、区立小・中学校に在学する児童・生徒の学校管理下での負傷、疾病

等に備えて、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。 

 

記 

 

１ 給付の対象となる災害の範囲と給付金額 

 

 

 

負 傷 

疾 病 

障 害 

死 亡 

給付金額 災害の種類 災害の範囲 



２ 医療機関等を受診する際 

  健康保険証、子ども医療証を窓口に提示し、医療機関、薬局等で申請に必要な書類を

記入していただきます。ただし、都外の医療機関のように、子ども医療証を使用できな

かった（しなかった）場合は学校にご連絡ください。 

  生活保護受給家庭の方は、医療費の給付対象になりません。生活保護の医療扶助を 

ご利用ください。 

 

３ 子ども医療証を使用した場合 

給付金は、医療費の場合、総額の４割分（自己負担相当額３割＋雑費１割）となりま 

すが、子ども医療証を使用すると自己負担３割の負担がないため、１割分のみ保護者の

方に、学校を通じて支給いたします。給付金を調整して支給いたしますので、事前に保

護者の方に同意書をご記入いたただきます。 

練馬区外にお住まいの方は取扱いが異なりますので、学校にご連絡ください。 

 

４ 給付金の支給 

 請求してから通常３～４か月程度での支給となりますが、書類に不備等があると遅れ

ることがございます。予めご了承ください。 

 

５ 給付の対象外となるものについて 

支給されないものの例 

  ・健康保険の適用をされない治療 

   歯科治療の場合の保険適用外の差し歯（セラミック製）、美容整形など 

  ・差額ベッド代、付添看護料 

  ・松葉杖等のレンタル代金、包帯や医薬品などの患者実費分 

  ・検査のみの診療や入院で、異常がなく病名がつかない場合 

 

６ 文書料について 

医療機関等が記入する書類の文書料（証明料）については、日本医師会、日本歯科医

師会、日本薬剤師会、日本柔道整復師会等の特別の配慮により、無料として協力をいた

だいているものです。法律等で無料とされているものではありません。 

  

 


